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〈 外国人研究者等宿泊施設の概要 〉 

 
１．目的及び管理運営 
 この施設は、わが国の教育及び学術の振興並びにそれらに係る国際交流の 

促進に寄与するため、北海道大学において教育研究に従事する外国人研究者

等の利用に供する目的のもとに設置されたものです。 
 
２．名称、所在地 
  名称  北海道大学インターナショナルハウス（外国人研究者等宿泊施設） 
  所在地 〒001-0024 札幌市北区北２４条西１２丁目 1-3（Ⅰ号棟） 
                            1-1（Ⅱ号棟）    
                            1-2（Ⅲ号棟） 
  電話 ７０７－３７１１（管理人室） 
（管理人が土日祝日含め毎日朝９時１５分から１６時までの間、常駐しています。） 
 
＊１６時以降で緊急を要する場合は、北大インターナショナルハウス北２３条

宿舎管理人まで連絡下さい。 
  電話 ７００－３４５５（管理人室） 
（管理人が土日祝日含め毎日２４時間、常駐しています。） 

 
名称  北大インターナショナルハウス北８条（家族用４室） 

  所在地 〒060-0808 札幌市北区北８条西１１丁目  1-5 
  電話 ７３６－６２１１（管理人室） 
（管理人が土日祝日含め毎日２４時間、常駐しています。）                          
 
３．施設及び設備 
 １）施設内容 
 Ⅰ号棟（３階建・・・１，３２２㎡ １９室 １９７５年１１月竣工） 
使用区分 居室区分 種別 面積 居室数 居室番号 
居室部分 Ａ 家族用 ９１㎡ ６室 １１，１４，２１，２４，３１，３４ 

Ｂ 夫婦用 ５１㎡ ６室 １２，１３，２２，２３，３２，３３ 

Ｂ－２ 夫婦用 ４４㎡ １室 ２５ 
Ｃ 単身用 ２０㎡ ６室 １５，１６，１７，２７，２８，３５ 

共用部分 
 

管理事務室（西側玄関１階）、共同洗濯室（西側玄関１階） 
談話室（西側玄関３階）、共同物置 

 
  
 



 
Ⅱ号棟（１階建・・・３１６㎡ １０室 １９８４年３月 模様替） 
使用区分 居室区分 種別 面積 居室数 居室番号 
居室部分 Ｃ 単身用 １９㎡ ５室 １，２，３，４，５ 

Ｃ－２ 単身用 １６㎡ １室 ６ 

Ｃ－３ 単身用 ２０㎡ １室 ７ 
Ｃ－４ 単身用 ２６㎡ １室 ８ 

Ｃ－５ 単身用 ２１㎡ ２室 ９，１０ 

共用部分 談話室、共同洗濯室 

  
Ⅲ号棟（３階建・・・８９９㎡ １１室 １９７８年３月竣工） 
使用区分 居室区分 種別 面積 居室数 居室番号 
居室部分 Ａ 家族用 ８５㎡ ６室 102,103,202,203,302,303 

Ｂ 夫婦用 ６０㎡ ５室 101,104,201,204,304 

 
北大インターナショナルハウス北８条 
３号棟（４階建一部２階建部分  ４室 １９９７年３月竣工） 
種 別 面 積 居室数 居    室    番    号 
家族用 ６４㎥ ４ 室 １０５，１０６，２０５，２０６ 

 
２）設備内容 
a.各室の設備・備品 
区 分 付  帯  設  備 ・ 備  品 

 
 
家族用 
 
 

暖房、給湯、バス、トイレ、ガステーブル、ガスオーブン、冷蔵庫、

ベッド、ナイトテーブル、洋服ダンス、整理ダンス、ドレッサー、２

段ベッド、机、椅子、書棚、電気スタンド、応接セット、食器棚、食

卓、食卓用椅子、洗濯機、乾燥機、掃除機、クリーンロッカー、消火

器、下駄箱 
 
 
夫婦用 
 
 

暖房、給湯、バス、トイレ、ガステーブル、ガスオーブン、冷蔵庫、

ベッド、ナイトテーブル、洋服ダンス、整理ダンス、ドレッサー、机、

椅子、書棚、電気スタンド、応接セット、食器棚、食卓、食卓用椅子、

洗濯機、乾燥機、掃除機、クリーンロッカー、消火器、 
下駄箱 

 
単身用 
 

暖房、給湯、バス、トイレ、ガステーブル、冷蔵庫、ベッド、整理ダ

ンス、ライティングデスク、椅子、食卓、食卓用椅子、 
消火器 

 
 
 
 



b.共用設備・備品 
区 分 付  帯  設  備 ・ 備  品 
単身用 

共用物品 
洗濯機、乾燥機（Ⅰ号棟及びⅡ号棟洗濯室） 
掃除機（Ⅰ号棟及びⅡ号棟談話室） 

共用物品 アイロン、アイロン台、計量器（Ⅰ号棟及びⅡ号棟談話室） 
 
c.貸出物品 
区 分 物                品 

調理用品 両手鍋、片手鍋、フライパン、やかん、まな板、包丁 
食器類 皿（大、中、小）、スープ皿、ナイフ、フォーク、スプーン、 

コーヒーカップ、コーヒー皿、コーヒースプーン、グラス 
寝具類 毛布、毛布カバー、ベッドスプレッド、枕、枕カバー、ベッドパッ

ド、ベッドシーツ 
＊ 寝具類は、レンタル料金がかかります。 

 
４．施設に関する事務 
  施設に関する事務は学務部学生支援課が担当しています。 
  学務部学生支援課     直通 ７０６－８０６４ 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ  使用料等について 
１．使用料について 

１） 施設及び設備の使用料（以下「居室等使用料」という。）は「北海道大学イン

ターナショナルハウス使用料等規程」に定められており、月額及び日額は次のと

おりです。 

   なお、この居室等使用料は、改定されることがあります。 

（平成２９年４月１日現在） 

 
棟名 

 
居室番号 

 
棟別 

 
面績 

 
月    額 
居室等使用料 

日額居室等使用料 
使用許可期間１

月以上の場合 

使用許可期間１

月未満の場合 

 
 
 Ⅰ 
 
 号 
 
 棟 

１１，１４ 
２１，２４ 
３１，３４ 

 
 
家族用 

 
 
９１㎡ 

 
 
６４，０００ 

    円 
 
２，１３３ 

    円 
 
２，３０４ 

１２，１３ 
２２，２３ 
３２，３３ 

 
夫婦用 

 
５１㎡ 

 
４３，０００ 

 
１，４３３ 

 
１，５４８ 

２５ 夫婦用 ４４㎡ ３７，０００ １，２３３ １，３３２ 
１５，１６ 
１７，２７ 
２８，３５ 

 
単身用 

 
１９㎡ 

 
３０，０００ 

 

 
１，０００ 

 
１，０８０ 

                               
Ⅱ 

 
 号 
 
 棟 

１，２，３ 
４，５ 

 
単身用 

 
１９㎡ 

 
２９，０００ 

 
 ９６６ 

 
 １，０４４ 

６ 単身用 １６㎡ ２９，０００  ９６６  １，０４４ 
７ 単身用 ２０㎡ ２９，０００  ９６６  １，０４４ 
８ 単身用 ２６㎡ ２９，０００  ９６６ １，０４４ 
９，１０ 単身用 ２２㎡ ２９，０００ ９６６  １，０４４ 

                               
Ⅲ 

 
 号 
 
 棟 

102,103 
202,203, 
302,303 

 
家族用 

 
８５㎡ 

 
６４，０００ 

 
２，１３３ 

 
２，３０４ 

101,104, 
201,204 
304 

 
夫婦用 

 
６０㎡ 

 
５０，０００ 

 
１，６６６ 

 
１，８００ 

   自動車保管場所  ２，７００   ９０ 

                       
      

北大インタ

ーナショナ

ルハウス北

８条３号棟 

105,106 
205,206, 
 

 
家族用 

 
５７㎡ 

 
５５，０００ 

 
１，８３３ 

 
１，９８０ 



２）月の途中において入居又は退居する場合の居室等使用料は、日額によって算出   

して得た額とします。この場合、入居した日及び退去した日は、それぞれ１日と

して計算されます。 

  ３）居室等使用料の請求書は、各居室のポストに毎月１５日頃届き、支払い期間は１

週間程度です。 
   ただし、月の途中において退去する場合は、退去の日までに納付願います。 

    

２．光熱水料等について 

 １）使用者が使用する電気、ガス、水道、（以下「光熱水料等」という。）は、実費

又は実費相当額を負担していただきます。 

 ２）光熱水料等の料金の納付期限、納付方法等については、おおむね月の１５日頃に

請求し、月末頃が納付期限となっております。 
   棟によって支払方法が異なりますので、詳細は別表をご覧下さい。 
 
３．居室清掃料・寝具レンタル料について 
１）入居中における居室の清掃は各自が行うことになっておりますが、退去時には   

業者に清掃させますので、実費額を負担していただきます。退去手続き時に管理

人が居室内点検を行う際、使用状況によっては超過料金を頂く場合がありますの

で、予めご了承下さい。 
 ２）当宿舎では寝具の貸し出しを行っております。 
 ３）居室清掃料及び寝具レンタル料は最初の家賃と併せてお支払頂きます。 
   料金の詳細は下記をご覧下さい。 
   年度途中であっても、料金が変更になる場合がありますので予めご了承下さい。 

    
    ＜居室清掃料＞   家族用  20,000円（税別） 

       夫婦用   18,000円（税別） 

                      単身用    7,300円 (税別) 
  ＜寝具レンタル料＞ 一人あたり 月額 1,000円（税別） 

 
４．インターネット使用料について 
  宿舎では光ファイバー回線を使ってインターネットを利用することができます。 
  インターネット使用料は居室等使用料に予め含まれています。 
 
５．ごみ袋について 

ごみ袋は毎月初旬に管理人が各居室に配布します。 
 
 
 
 
 



居室使用料等支払い方法 ／  Paying method of rent and utilities 
＜外国人研究者等宿泊施設＞ 

 項目 
Items 

請求元 
Sender  

請求書到着日 
When to receive 

支払い場所 
Where to pay 

 
 
 
 
Ⅰ 

居室等使用料 
Rent 

北海道大学学務部学生支援課 
Student Support Division 

Academic Affairs Department, 

Hokkaido University 

毎月中旬頃 
middle of every month 

コンビニ 
convenience stores 

 

電気 
Electricity 

北海道電力 
Hokkaido Electric Power 

毎月初旬頃 
beginning of every month 

 
 

銀行 又は コンビニ 
through banks or 

convenience stores 
 

ガス 
Gas 

北ガス 
Hokkaido Gas 

毎月初旬頃 
beginning of every month 

水道 
Water 

札幌市水道局 
Waterworks Bureau of Sapporo 

2 ケ月毎／初旬頃 
beginning of every 

other month 

 
 

Ⅱ 

居室等使用料 
Rent  

光熱水料 
Utilities 

北海道大学学務部学生支援課 
Student Support Division 

Academic Affairs Department, 

Hokkaido University 

 
毎月中旬頃 

middle of every month 

 
コンビニ 

convenience stores 
 

 
 
 
 

Ⅲ 

居室等使用料 
Rent 
水道 

Water 

北海道大学学務部学生支援課 
Student Support Division 

Academic Affairs Department, 

Hokkaido University 

 
毎月中旬頃 

middle of every month 

 
コンビニ 

convenience stores 
 

電気 
Electricity 

北海道電力 
Hokkaido Electric Power 

毎月初旬頃 
beginning of every month 

銀行 又は コンビニ 
through banks or 

convenience stores 
 
 

ガス 
Gas 

北ガス 
Hokkaido Gas 

毎月初旬頃 
beginning of every month 

 
＜北大インターナショナルハウス北８条＞ 

 
 
 
 
３ 

居室等使用料 
Rent 
ガス 
Gas 

北海道大学学務部学生支援課 
Student Support Division 

Academic Affairs Department, 

Hokkaido University 

毎月中旬頃 
middle of every month 

コンビニ 
convenience stores 

 

電気 
Electricity 

北海道電力 
Hokkaido Electric Power 

毎月初旬頃 
beginning of every month 

 
銀行 又は コンビニ 

through banks or 
convenience stores 

水道 
Water 

札幌市水道局 
Waterworks Bureau of Sapporo 

2 ケ月毎／初旬頃 
beginning of every 

other month 



Ⅲ 入居資格、入居期間、入居手続 
 
１．入居資格 
１）この施設に入居することが出来るものは、北海道大学において教育研究に

従事する外国人で、次に掲げるものです。 
(a) 外国人特任教員 
(b) 本学が招へいし、雇用する常勤の外国人研究員 
(c) 政府が外国政府との間の協定等により招致した外国人研究者 
(d) 日本学術振興会により招へいされた外国人研究者（他の同等扱い：日本 

学生支援機構） 
(e) 国際交流基金により招へいされた外国人研究者 
(f) その他総長が適当と認める者 
２）前記１）に掲げるもののほか、他の国立大学法人において教育研究に従事

する外国人研究者で、総長が適当と認める者にも入居させることがありま

す。 
 
２．入居期間 
  この施設に入居することが出来る期間は、１年以内です。 
  なお、必要に応じて入居期間の延長を許可することがあります。 
 
３．入居選考 
  申込書の到着順で入居調整を行っていきます。 
  
４．入居手続 
１）入居申請書の受付は、入居開始希望日の６ヵ月前から行います。 
２）調整を行い、その結果、入居不可となった場合は、キャンセル待ちとして

登録します。キャンセルが出て入居が可能になった場合のみ入る意思がある

かどうか確認連絡をしますので、来日が近くなりましたら民間のアパート又

はホテル等の手配を進めて下さい。また、来日後はキャンセル待ちからは外

れますので、引き続きリストに残すことを希望される場合は申し出て下さい。 

 
５．入居許可 
入居許可は、申請書に基づき総長が選考の上決定し、許可した場合は、 
「入居許可書」（別紙３）で入居通知します。 
許可書は入居日の２週間前までに発行し、所属部局の担当を通じてお送りし 
ます。 

 
６．入居 
１）入居を許可された者は、入居許可書に指定された期間内に必ず入居しなけ

ればなりません。 



なお、「指定の期間」は許可日から原則として１０日以内の日数となりますの

で、入居者と連絡調整のうえ、「入居連絡書」（別紙１３）に入居日時を記載

のうえ、所属部局の担当を経由して入居日の７日前までに北大生協へ提出願

います。 
２）入居者に施設・設備等の利用方法、使用料金等について、十分理解いただ

くため入居の際には、受入教員又は代理人が必ず立会い願います。 
３）入居の際には、居室の付帯設備、備品の使用方法、物品の貸与、ガス開栓、

その他の事務手続に１時間程度を要します。 
また、入居したときは、「誓約書」（別紙４）、「入居届」（別紙５）及び貸与物

の「居室備え付け物品一覧表」（別紙１４）を提出いただきます。 
 
７．入居許可の取消 
  入居を許可された者が、指定された期間内に入居しないときは、入居の許

可が取り消されることがあります。 
 入居許可の取消しは、「入居許可取消通知書」（別紙６）で通知します。 

 
８．入居期間延長の手続 
１）入居期間の延長を希望するときは、「入居期間延長許可申請書」（別紙１０）

を、所属部局等の担当を経由して、北大生協へ提出して下さい。 
 延長許可については前記５に準じて行い、許可した場合は、「入居期間延長

許可書」（別紙１１）で通知します。 
２）入居期間１年を越えて延長を希望する場合、期間終了２カ月前の空室状況

により延長可否の決定をします。（それより前に申し出を受けても、２カ月前

までに新規予約が入れば延長はできません。） 
延長により居室移動が必要になった場合、清掃料等は入居者負担となります。 

 
９．入居期間短縮の手続 

入居許可期間の途中で退去する場合は、退去日の３０日前までに「退去届」

（別紙１２）を所属部局の担当係を経由して、学生支援課あてに提出して下

さい。 
 
１０．入居居室の変更 
  入居する居室は、家族構成、空室状況に応じて決定しますが、次の事項に

該当する場合は、入居許可期間中であっても居室を変更することがあります

ので、了承願います。 
 
(a) 大学側に事情が生じた場合 
(b) 同居家族が増減した場合 
(c) 延長申請がなされた場合 

なお、居室を変更する場合は、約１ヵ月前に通知します。 



 
１１．退去 
１）入居者は、次の一に該当したときは、速やかに退去しなければなりません。 

(a)入居資格を失ったとき。 
(b)入居の許可期間が満了したとき。 

２）総長は、入居者が次の一に該当するときは、退去を命ずるものとします。 
  なお、退去した者が損害を受けることがあっても、本学はその責任を負い 

ません。 
(a)使用料又は光熱水量の納付を怠り、督促を受けても、なお納付しないとき。 
(b)原状回復又は損害賠償の義務を履行しないとき。 
(c)施設の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。 

３）退去する場合は、「退去届」（別紙１２）及び「退去連絡書」（別紙１５）

に退去日時等を記載のうえ、所属部局の担当係を経由して、退去日の１５日

前までに学生支援課へ提出願います。 
 

 
１２．自動車保管場所 
１）宿泊施設前の自動車保管場所の使用を希望する場合は、「自動車保管場所

使用許可申請書」（別紙７）を所属部局の担当係を経由して、北大生協に

提出して下さい。 
２）使用申請があった場合は、宿泊施設の維持管理に支障がないと認めたと

きは、「自動車保管場所使用許可書」（別紙８）で通知します。 
３）自動車保管場所を使用しなくなるときは、「自動車保管場所使用廃止届」

（別紙９）を所属部局の担当係を経由して、北大生協に提出して下さい。 
４）駐車場の整理・除雪等は、各自が行って下さい。 
５）管理上、車の移動の必要が生じたときは、関係職員の指示に従って移動

して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Ⅳ 入居者の心得 
１．一般的注意事項 
  入居者は、施設の秩序維持に留意するとともに、他の入居者の迷惑とな

るような行為を行わないように注意して下さい。 
 
２．居室の転貸及び改造、模様替え等の禁止 
  入居者は、居室を他の者に貸してはいけません。 
  また、居室の改造、修理及び模様替えは、大学において必要と認めたと

きに行いますから、入居者は行わないで下さい。 
 
３．施設、設備及び備品等使用上の注意 
  入居者は、この施設の設備、備品等を常に良好な状態に保つよう十分に

注意して使用して下さい。 
  施設、設備又は備品等を損傷、若しくは滅失したときは、管理人に届け

出てください。もし、入居者が、その責に帰すべき事由により、施設、

設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又

はこれを現状に回復しなければなりません。 
  これらの備品等は、居室外へ移動することを禁止します。居室内で移動

して使用した備品等は、退去時に元の位置に戻して下さい。 
 
４．鍵の管理 
  入居するときに、居室等の鍵をお渡ししますので、各入居者は、責任を持

って管理して下さい。万一、鍵を紛失した場合は、速やかに管理人に届け

て下さい。鍵の複製は、禁止します。ただし、特別な事情により複製を希

望する場合は、管理人に願い出て下さい。止むを得ないと認められた場合

は、複製費用を入居者が負担し、かつ、退去の際は大学に寄贈することを

条件として許可することがあります。 
 
５．電話の使用 
  居室内にて電話を使用希望の場合は、ご自身で NTT（１１６）へお申込

み下さい。 
 
６．談話室の使用 
  談話室の使用時間は、午前８時から午後１０時までです。時間内は、自

由に使用出来ますが、目的外及び他の入居者の迷惑となるような使用は

ご遠慮下さい。 
  なお、パーティ、集会等に使用した場合は、その使用者は使用後の清掃・

後始末及びガス、電気、火気について、責任を持って処置して下さい。 
  談話室内は禁煙です。 
 



７．共同洗濯室の使用 
  共同洗濯室は、単身用居室入居者のための共同設備で、全自動洗濯機、

乾燥機が備え付けてあります。 
  利用に際しては、所定の料金を機器側面の備え付けボックスに投入のう

え、使用して下さい。 
  共同洗濯室の使用時間は、午前８時から午後１０時までです。この時間

以外は他の入居者の迷惑となるので使用を禁止します。 
   
８．郵便受け 
  郵便受けは、１階玄関内に備え付けてありますので、各自で郵便物を取

り出して下さい。 
  ただし、書留等の特殊郵便物は、直接受け取って下さい。 
  なお、郵便受けに錠前を設置した場合は、退去時に撤収して下さい。 
 
９．火気の取り扱い及び防火設備 
  火災防止のため、火気の取り扱いには十分注意して下さい。 
  なお、各居室及び各階廊下に消火器が備え付けてありますので、その取

り扱いについて熟知しておいてください。 
  また、爆発物、引火性物質等火災発生の原因となる恐れのある危険物を

施設内に持ち込まないで下さい。 
 
１０．非常の場合の通報 

   火災、盗難その他異常を発見したときには、速やかに応急措置をとると

ともに、関係官署（消防署℡１１９，警察署℡１１０）に通報し、直ち

に管理事務室（℡７０７－３７１１）又は学務部学生支援課（℡７０６

－８０６４）に連絡して下さい。 
 
１１．職員の居室への立入 

   施設、設備又は備品について点検する必要があるとき、又は、火災等非

常の場合において緊急の措置を要するときは、関係職員が居室に立ち入

ることがあります。 
 
１２．動物の飼育 

   施設では、犬、猫等の動物を飼うことは出来ません。ただし、小鳥、金

魚等の類は差し支えありません。 
 
１３．清掃及び塵埃等の処理 
１）入居期間中の居室の清掃は、入居者が各自で行って下さい。 
２）塵埃等の処理については、札幌市のルールに従い、指定された場所・

日時を厳守して下さい。  



    ゴミステーションの位置、収集スケジュールについては入居時に説明

いたします。指定の場所、日時以外には絶対に出さないで下さい。 
３）大型ゴミ（３０ｃｍ以上の電化製品、家具、自転車等をいう。）につい

ては、札幌市に届け出が必要となるため、大型ゴミを出す場合は、必

ず事前に管理人室に連絡し指示を受けて下さい。 
  なお、大型ゴミを出す場合は有料となりますが、詳細については管理

人室に問い合わせ願います。 
 

１４．新聞、洗濯物等の契約等 
  新聞、洗濯物等の契約並びにこれらの物品の受渡し及び代金の支払いは、入

居者が業者との間で直接行って下さい。 
 
１５.その他 
１）居室内では、土足を禁じています。 
２）同居家族内に移動が生じたときは所属部局等の担当を経由して学務部学

生支援課へ届け出て下さい。 
３）旅行その他で長期間不在にする場合は、あらかじめ管理人へ届け出て下

さい。 
４）共同利用物品及び共同施設は、他の利用者も利用しますので、占用しな

いよう心掛けて下さい。 
５）冬期間の注意事項 

①札幌では、冬の除雪は避けられない作業です。各通用門・玄関及び１

階の各室暖房器具排気筒回り並びに駐車場の除雪は各自で行って下さ

い。 
②水道管及び湯沸器が凍結することがあります。凍結防止のため、各自、

器具の取扱いについて熟知しておいて下さい。なお、凍結による器具等

の破損にともなう修理費は各自負担となります。 
６）結露防止の為、就寝中以外は室内換気扇（ロスナイ）と浴室用換気扇を常

に回して下さい。 
 


